旧日本銀行広島支店の貸付申込に係る光熱水費実費相当額徴収取扱要領

　　旧日本銀行広島支店の暫定活用に関する取扱要綱第４に規定する実費相当額について定める。
１　光熱水費実費相当額の積算方法

　⑴　建物を貸付申請により使用した者は、使用後、使用した水道及び下水道量並びに電気量に伴う料金の実費相当額を貸付決定した面積に応じて負担するものとする。
　⑵　使用日ごとに、水道量及び電気量について、使用開始時及び使用終了時に、検針を実施の上記録し、これに基づいて実費相当額を計算する。
　⑶　水道料及び下水道料の実費相当額の計算及び単価は次のとおりとする。

　　水道料金（円未満切捨）＝使用水量㎥×１㎥当りの基本料金単価×１．１（消費税等加算）
	メーターの口径
	基本料金（０～２０㎥）
	１㎥当りの基本料金単価

（5,850円÷20㎥）

	７５ｍｍ
	５，８５０円
	２９２．５円／㎥


　　下水道料金（円未満切捨）＝使用水量㎥×１㎥当りの基本料金単価×１．１（消費税等加算）
	基本料金（０～１２㎥）
	１㎥あたりの基本料金単価

（1,390円÷12㎥）

	１，３９０円
	１１５．８円／㎥


　　使用者負担額（円未満切捨）＝（水道料金＋下水道料金）×貸出利用許可面積／３，２１４㎡(旧日本銀行広島支店総面積)
　⑷　電気使用料の計算及び単価等は次のとおりとする。

　　　基本料金(銭未満四捨五入)＝基本料金単価×契約電力kw*1×（185％-力率*2）÷使用した月の日数
　　　*1　契約電力は、電力会社から使用した月の前月分として請求のあった契約電力とする。

*2　力率は㈱イーセルが算定した割合（％）とする。
使用者負担額（円未満切捨）＝（基本料金＋燃料費調整額*3＋使用電気量料金*4＋再生可能エネルギー発電促進賦課金*5）×貸出利用許可面積／３，２１４㎡(旧日本銀行広島支店総面積)
*3　燃料費調整額＝燃料費調整単価×使用電力量kwh

燃料費調整額については、電力会社から発表される燃料調整単価に従う。

*4　使用電気量料金（銭未満四捨五入）＝電気量料金単価×使用電力量kwh

*5　再生可能エネルギー発電促進賦課金＝使用電力量kwh×再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

　　　　　　　再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電力会社から発表される単価に従う。
　　　　基本料金等の単価は下記のとおり（単価は、消費税等相当額を含む）
	区　　分
	単　位
	単　価

	基本料金
	１kW
	６８４円６７銭

	電気量料金
単価
	夏季（7/1～9/30）
	１kWh
	１８円３４銭

	
	その他季
	１kWh
	１８円３４銭


　⑸　貸出利用許可面積については、貸付に係る使用決定通知に明記するものとし、その面積に基づいて実費相当額を計算するものとする。
２　徴収方法
　　利用が終了した後に、使用者へ日ごとの検針結果及び料金の計算結果を通知するとともに、納付書を交付する。
３　納付期限

　　　納付書を発行した日から１か月後

４　遅延利息

　　　実費相当額が納付期限までに納付されなかった場合、その納付期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、当該遅延した金額につき、年３％の割合で計算した遅延利息を徴収する。
５　徴収の免除

　　使用者が広島市であるときは、実費相当額の負担を要しない。
　　附　則

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

この要領は、平成２４年８月１日から施行する。
この要領は、平成２５年４月１日から施行する。
この要領は、平成２６年４月３日から施行する。

この要領は、平成２６年６月１日から施行する。
この要領は、平成２９年４月１日から施行する。
この要領は、令和元年１０月１日から施行する。

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

この要領は、令和５年４月１日から施行する。
この要領は、令和６年４月１日から施行する。
この要領は、令和７年４月１日から施行する。

この要領は、令和８年４月１日から施行する。

